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福井県公共事業環境配慮ガイドライン実施要領 
 
第１． 目的 

 この要領は、福井県公共事業環境配慮ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）の施行

に関し必要な事項を定める。 
 
第２． 定義 

 ガイドライン第２の２に規定する計画設計段階での対象事業の規模は、事業の全体計画で判

断する。なお、事業が多年度にわたる場合は、各年度の合計とする。 
 また、異なる事業で、同一かつ一連の施設を整備する場合は、全ての事業を含む規模を全体

計画として判断する。 
 
第３． 実施事項 
  １計画設計段階における実施事項 

（１） ガイドライン第 3 の 1 の（１）および（３）に規定する環境調書は、第 1 号様式により作

成し、その提出は第 2 号様式により行うものとし、環境調書の他、以下の書類を添付する。 
      ① 位置図 
      ② 事業概要の把握に必要な資料（計画図、現況写真等） 

（２） 環境調書の作成時期は、設計業務（概略設計、予備設計（営繕工事では基本設計））の実

施時点を基本とするが、各事業について、環境配慮の内容が適正に定められる時期を考慮

し適宜作成するものとする。 
（３） ガイドライン第 3 の 1 の（４）に規定する学識経験者や地域住民等（以下、「住民等」と

いう。）からの意見徴収は、受託事業については適用しないが、環境調書の作成前に住民

等から意見や提案を得ている場合については、それを考慮するものとする。 
（４） ガイドライン第 3 の 1 の（５）に規定する環境配慮の見地からの意見は、第３号様式によ

る。 
（５） ガイドライン第 3 の 1 の（６）に規定する環境配慮措置の報告は、第４号様式により、措

置の方針が決定した時点で行う。 
（６） ガイドライン別表 1 に示す事業で、施設の内容および規模が基準以外の施設の整備で、環

境に及ぼす影響が大きいと予想される場合は、事業担当課と協議すること。 
 
２施工段階における実施事項 
（１） ガイドライン第 3 の２の（１）に規定する特記仕様書の内容は、別表 1 による。 

 
第 4．環境配慮事項 

 ガイドライン第４に規定する公共事業の環境配慮事項は、別表 3 などの既存資料などにより判

断し、別表２の配慮事項の着目点・検討内容・検討時期を参考に検討する。 



   

  

 
第５．報告と評価 

 ガイドライン第 6 に規定する事業の実施状況および実施結果の報告は、第５号様式および第６

号様式により行うものとし、実施状況の報告は工事開始後、３年毎を目途に実施する。 
 
附則 
  この要領は、平成 13 年４月１日より施行する。 
  この要領は、平成 17 年４月１日より改正施行する。 



   

  

 
計画設計段階における実施事項フロー図 

 
 
       事業部局等の長             
       （事業担当課）             
 
 
                意見を聴く       
                助言等        学識経験者、地元関係者等 
                            
     環境調書の作成                       
     （既存資料などにより              
      環境配慮事項に対する  環境調書の提出   環境配慮型公共工事 
      該当の有無とその対策）           検討委員会 
                                 
              環境配慮の見地から意見        
                                 
      環境配慮措置の決定   環境配慮措置の報告      
                                 
                                 
 
      事業計画の決定 
 
 
                事業の実施状況の報告 
        事業の     実施内容の検証と評価 
         実施 
              事業計画の変更（環境配慮措置に変更が伴う場合） 
 
 
                 
                事業完了の報告 
        事業の     実施内容の検証と評価 
         の完了 
 
       事業執行

に反映 



   

  

施工段階における実施事項フロー図 
 
 
      発 注 者                      請 負 者       
      監 督 職 員       
 
 
 
     施工に関する       指示       施工計画書作成 
     環境配慮事項について        （施工計画書に特記仕様書に従い 
     特記仕様書に明記     受理    環境配慮事項に対する措置を記載） 
      
 
 
 
                実施状況の把握 
       監  督                  施  工 
                指示・協議等 
 
 
 
 
 
              
                工 事 完 成       
 
 
 
                検 査       
              (施工計画書に基づき 
               環境配慮事項について 
               工事実施状況の検査） 
 
 
 
 
 


